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○香芝市文化財保護条例施行規則 

平成5年3月19日 

教育委員会規則第2号 

改正 平成5年11月1日教育委員会規則第4号 

平成10年3月27日教育委員会規則第8号 

平成11年8月31日教育委員会規則第8号 

平成18年3月10日教育委員会規則第2号 

平成22年3月30日教育委員会規則第5号 

令和4年3月31日教育委員会規則第3号 

(目的) 

第1条 この規則は、香芝市文化財保護条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第

19条の規定に基づき、この条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

(平10教育委員会規則8・一部改正) 

(指定申請) 

第2条 条例第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、香芝市文化財指定申請書

(第1号様式)を香芝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出することができる。 

(指定書等の様式) 

第3条 次の各号に掲げる指定書、通知及び届け出等の様式は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 条例第5条第4項に規定する指定書 第2号様式 

(2) 条例第6条第4項に規定する解除書 第3号様式 

(3) 条例第8条第1号に規定する滅失、き損等の届出 第4号様式 

(4) 条例第8条第2号に規定する氏名等の変更の届出 第5号様式 

(5) 条例第8条第3号に規定する所在変更の届出 第6号様式 

(6) 条例第8条第4号に規定する修理許可の申請書 第7号様式 

(7) 条例第11条第1項に規定する現状変更許可の申請書 第8号様式 

(平11教育委員会規則8・一部改正) 

(台帳) 

第4条 教育委員会は、条例により指定した物件の台帳を備えなければならない。 

(審議会への諮問事項) 

第5条 教育委員会は、次に掲げる事項について、あらかじめ香芝市文化財保護審議会(以下
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「審議会」という。)に諮問しなければならない。 

(1) 条例第5条第1項の規定に基づく指定 

(2) 条例第6条第1項の規定に基づく指定の解除 

(3) 条例第10条第1項及び同条第2項の規定に基づく管理又は修理に関する勧告 

(4) 文化財の保存及び活用に関する重要事項 

(5) その他、教育委員会が必要と認めた事項 

(会長及び副会長) 

第6条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名ずつ置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐する。 

4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。 

(会議) 

第7条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。 

2 会長は会議の議長となる。 

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するとこ

ろによるものとする。 

(事務局) 

第8条 審議会の事務局は、文化財の保護及び活用に関する事務を所掌する課等に置く。 

(平18教育委員会規則2・平22教育委員会規則5・令4教育委員会規則3・一部改正) 

(その他) 

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。 

附 則 

(施行期日) 

この規則は、平成5年4月1日から施行する。 

附 則(平成5年教育委員会規則第4号) 

この規則は、平成5年11月1日から施行する。 

附 則(平成10年教育委員会規則第8号) 

この規則は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則(平成11年教育委員会規則第8号) 

この規則は、平成11年9月1日から施行する。 
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附 則(平成18年教育委員会規則第2号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年教育委員会規則第5号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年教育委員会規則第3号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。 
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第1号様式 

(平10教育委員会規則8・一部改正) 

第2号様式 

(平10教育委員会規則8・一部改正) 

第3号様式 

(平10教育委員会規則8・一部改正) 

第4号様式 

(平10教育委員会規則8・一部改正) 

第5号様式 

(平10教育委員会規則8・一部改正) 

第6号様式 

(平10教育委員会規則8・一部改正) 

第7号様式 

(平10教育委員会規則8・一部改正) 

第8号様式 

(平10教育委員会規則8・一部改正、平11教育委員会規則8・旧第9号様式繰上) 

 


